
償却資産の申告は２月１日（月）まで
　固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産（事業用）の所有者に対しても課税されます。

　令和３（２０２１）年１月１日現在、町内に償却資産を所有している方は、２月１日（月）までに申

告してください。

　申告用紙は税務課にあります。

　なお、昨年に申告のあった方には１２月中に申告書を送付していますが、届いていない場合はご

連絡ください。

▼申告の対象となる資産＝令和３（２０２１）年１月１日現在、町内に存在する事業用資産（土地・

家屋を除く）のうち、減価償却費が損金や必要経費に算入される資産で次のようなもの。

　○構築物（門、塀、看板、駐車場の舗装路面等）

　○機械、装置及びこれに付帯する設備

　○船舶（ボート、釣船等）

　○車両（フォークリフト等、ただし自動車税、軽自動車税対象車両は除く）

　○工具、器具、備品（机、椅子、パソコン、陳列ケース等）

あなたの力が必要です！！
～消防団員を募集します～

　消防団員は、火災等災害発生時に活動する非常勤の地方公務員です。

　現在、消防団員のなり手不足が日本全国で課題となっており、本町でも年々団員数が減少しています。

　町の安心・安全を守るため、消防団員として活躍してみませんか？

●消防団の活動

○平常時

▼消火・防災訓練＝災害現場での活動を想定した訓練（放水訓練等）を行っています。

○災害時

▼消火活動＝火災発生時には、消火活動、後方支援などの活動を行います。

▼水防活動＝水害発生時には、河川の警戒や土のう工法等により浸水防止活動を行います。

●その他

年報酬、出動手当、退職金制度、準中型免許取得補助（要件有り）、被服貸与有り。

消防団員になってみたい方、少しでも興味がある方はお気軽にお問合せください。

　
令
和
２
年
中
に
個
人
が
住
宅
を
新
築
、
取
得
又
は
増
改
築
等
を
し
て
、
金

融
機
関
や
勤
務
先
か
ら
借
り
入
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
期
間
が
10
年
以
上

で
あ
る
等
、
一
定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、
住
宅
を
取
得
等
し
て
、
居
住
を
開

始
し
た
日
の
翌
年
に
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

●
申
告
会
場
に
持
参
す
る
書
類

　
①
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

　
　
（
２
か
所
以
上
か
ら
借
入
れ
が
あ
る
場
合
は
す
べ
て
の
証
明
書
）

　
②
請
負
契
約
書
の
写
し
又
は
売
買
契
約
書
の
写
し

　
　
（
契
約
年
月
日
・
契
約
金
額
・
契
約
者
名
・
物
件
記
載
の
ペ
ー
ジ
と

　
　 

収
入
印
紙
が
添
付
し
て
あ
る
ペ
ー
ジ
）

　
③
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）

　
　※

権
利
証
（
登
記
済
証
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　※

法
務
局
へ
交
付
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
④
令
和
２
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
給
与
所
得
者
で
あ
る
場
合
）

　
⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
で
き
る
書
類
及
び
身
元
確
認
書
類

　
⑥
預
金
通
帳
口
座
番
号
（
申
告
者
名
義
）

　
⑦
印
か
ん

▼
住
宅
敷
地
等
の
取
得
に
か
か
る
借
入
金
等
が
あ
る
場
合

　
⑧
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
、
土
地
の
売
買
契
約
書
の
写
し

▼
増
改
築
な
ど
の
場
合

　
⑨
建
築
確
認
済
証
の
写
し
、
検
査
済
証
の
写
し
、
又
は
増
改
築
等
工
事
証
明
書

　※

⑧
、
⑨
は
該
当
す
る
場
合
に
必
要
で
す
。

　
そ
の
他
の
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
広
報
２
月
号
に
掲
載

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課
　
住
民
税
係
　
☎
　  

９
１
２
２

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
つ
い
て56

56

〇
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

　
介
護
事
業
所
が
発
行
す
る
領
収
書
に
「
医
療
費
控
除
対
象
額
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
額
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。(

高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
等
で
払
い
戻
し
を
受
け
た
額
を
除
く)

〇
障
が
い
者
控
除

　
介
護
認
定
情
報
の
内
容
が
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、
町
が
発
行
す
る
「
障
が
い

者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
で
、
障
が
い
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝
健
康
福
祉
課
窓
口
ま
で
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
、
判
子
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
方
法
＝
申
請
者
宛
に
郵
送

〇
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　
確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方
は
、

医
師
が
発
行
し
た
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
な
く
と
も
、
介
護
認
定
情
報
の
内
容
が

基
準
を
満
た
す
場
合
に
町
が
発
行
す
る
確
認
書
で
、
医
療
費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

▼
申
請
方
法
＝
健
康
福
祉
課
窓
口
ま
で
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
、
判
子
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
方
法
＝
申
請
者
宛
に
郵
送

郵
送
で
交
付
し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
前
に
余
裕
を
も
っ
て
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
係

　
☎
　  
９
１
０
２

介
護
認
定
を
お
持
ち
の
方
が

　
　
　
　確
定
申
告
で
受
け
ら
れ
る
控
除
に
つ
い
て

【
読
め
ば
わ
か
る
!!
広
報
か
み
の
か
わ
】Ａ
１
　
①
　
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
申
告
は
２
月
１
日(

月)

ま
で
。（
７
ペ
ー
ジ
）

▼問い合わせ先＝税務課　資産税係　☎　 ９１２３56

▼問い合わせ先＝総務課　防災係　☎　 ９１１５56

【
読
め
ば
わ
か
る
!!
広
報
か
み
の
か
わ
】Ｑ
２
　
赤
ち
ゃ
ん
誕
生
祝
金
は
、
第
３
子
以
降
の
子
１
人
に
つ
き
い
く
ら
？
　
①
５
万
円
　
②
10
万
円
　
③
20
万
円

広報かみのかわ　2021.1.1 6

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。



償却資産の申告は２月１日（月）まで
　固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産（事業用）の所有者に対しても課税されます。

　令和３（２０２１）年１月１日現在、町内に償却資産を所有している方は、２月１日（月）までに申

告してください。

　申告用紙は税務課にあります。

　なお、昨年に申告のあった方には１２月中に申告書を送付していますが、届いていない場合はご

連絡ください。

▼申告の対象となる資産＝令和３（２０２１）年１月１日現在、町内に存在する事業用資産（土地・

家屋を除く）のうち、減価償却費が損金や必要経費に算入される資産で次のようなもの。

　○構築物（門、塀、看板、駐車場の舗装路面等）

　○機械、装置及びこれに付帯する設備

　○船舶（ボート、釣船等）

　○車両（フォークリフト等、ただし自動車税、軽自動車税対象車両は除く）

　○工具、器具、備品（机、椅子、パソコン、陳列ケース等）

あなたの力が必要です！！
～消防団員を募集します～

　消防団員は、火災等災害発生時に活動する非常勤の地方公務員です。

　現在、消防団員のなり手不足が日本全国で課題となっており、本町でも年々団員数が減少しています。

　町の安心・安全を守るため、消防団員として活躍してみませんか？

●消防団の活動

○平常時

▼消火・防災訓練＝災害現場での活動を想定した訓練（放水訓練等）を行っています。

○災害時

▼消火活動＝火災発生時には、消火活動、後方支援などの活動を行います。

▼水防活動＝水害発生時には、河川の警戒や土のう工法等により浸水防止活動を行います。

●その他

年報酬、出動手当、退職金制度、準中型免許取得補助（要件有り）、被服貸与有り。

消防団員になってみたい方、少しでも興味がある方はお気軽にお問合せください。

　
令
和
２
年
中
に
個
人
が
住
宅
を
新
築
、
取
得
又
は
増
改
築
等
を
し
て
、
金

融
機
関
や
勤
務
先
か
ら
借
り
入
れ
た
住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
期
間
が
10
年
以
上

で
あ
る
等
、
一
定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
れ
ば
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、
住
宅
を
取
得
等
し
て
、
居
住
を
開

始
し
た
日
の
翌
年
に
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

●
申
告
会
場
に
持
参
す
る
書
類

　
①
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

　
　
（
２
か
所
以
上
か
ら
借
入
れ
が
あ
る
場
合
は
す
べ
て
の
証
明
書
）

　
②
請
負
契
約
書
の
写
し
又
は
売
買
契
約
書
の
写
し

　
　
（
契
約
年
月
日
・
契
約
金
額
・
契
約
者
名
・
物
件
記
載
の
ペ
ー
ジ
と

　
　 

収
入
印
紙
が
添
付
し
て
あ
る
ペ
ー
ジ
）

　
③
家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）

　
　※

権
利
証
（
登
記
済
証
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　※

法
務
局
へ
交
付
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
④
令
和
２
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
（
給
与
所
得
者
で
あ
る
場
合
）

　
⑤
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
で
き
る
書
類
及
び
身
元
確
認
書
類

　
⑥
預
金
通
帳
口
座
番
号
（
申
告
者
名
義
）

　
⑦
印
か
ん

▼
住
宅
敷
地
等
の
取
得
に
か
か
る
借
入
金
等
が
あ
る
場
合

　
⑧
土
地
の
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
、
土
地
の
売
買
契
約
書
の
写
し

▼
増
改
築
な
ど
の
場
合

　
⑨
建
築
確
認
済
証
の
写
し
、
検
査
済
証
の
写
し
、
又
は
増
改
築
等
工
事
証
明
書

　※

⑧
、
⑨
は
該
当
す
る
場
合
に
必
要
で
す
。

　
そ
の
他
の
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
広
報
２
月
号
に
掲
載

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝
税
務
課
　
住
民
税
係
　
☎
　  

９
１
２
２

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
つ
い
て56

56

〇
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

　
介
護
事
業
所
が
発
行
す
る
領
収
書
に
「
医
療
費
控
除
対
象
額
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
額
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。(

高
額
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
等
で
払
い
戻
し
を
受
け
た
額
を
除
く)

〇
障
が
い
者
控
除

　
介
護
認
定
情
報
の
内
容
が
基
準
を
満
た
す
場
合
に
、
町
が
発
行
す
る
「
障
が
い

者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
で
、
障
が
い
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
申
請
方
法
＝
健
康
福
祉
課
窓
口
ま
で
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
、
判
子
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
方
法
＝
申
請
者
宛
に
郵
送

〇
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　
確
定
申
告
で
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方
は
、

医
師
が
発
行
し
た
お
む
つ
使
用
証
明
書
が
な
く
と
も
、
介
護
認
定
情
報
の
内
容
が

基
準
を
満
た
す
場
合
に
町
が
発
行
す
る
確
認
書
で
、
医
療
費
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
。

▼
申
請
方
法
＝
健
康
福
祉
課
窓
口
ま
で
介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
、
判
子
を

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
交
付
方
法
＝
申
請
者
宛
に
郵
送

郵
送
で
交
付
し
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
前
に
余
裕
を
も
っ
て
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
係

　
☎
　  

９
１
０
２

介
護
認
定
を
お
持
ち
の
方
が

　
　
　
　確
定
申
告
で
受
け
ら
れ
る
控
除
に
つ
い
て

【
読
め
ば
わ
か
る
!!
広
報
か
み
の
か
わ
】Ａ
１
　
①
　
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
申
告
は
２
月
１
日(

月)

ま
で
。（
７
ペ
ー
ジ
）

▼問い合わせ先＝税務課　資産税係　☎　 ９１２３56

▼問い合わせ先＝総務課　防災係　☎　 ９１１５56

【
読
め
ば
わ
か
る
!!
広
報
か
み
の
か
わ
】Ｑ
２
　
赤
ち
ゃ
ん
誕
生
祝
金
は
、
第
３
子
以
降
の
子
１
人
に
つ
き
い
く
ら
？
　
①
５
万
円
　
②
10
万
円
　
③
20
万
円

広報かみのかわ　2021.1.17

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、施設の臨時休館又は、イベントを中止することがありますのでご理解願います。


